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本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 

年金積立 
インデックスファンド海外新興国 

（エマージング）株式 
ＤＣ インデックス海外新興国株式（愛称） 
追加型投信／海外／株式／インデックス型　　自動けいぞく投資適用 



 

「年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」

（マザーファンドを含みます。）は、主に株式など値動きのある証券（外

貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基

準価額は変動します。特に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比

べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与え

る場合があります。したがって、元金を割り込むことがあります。 

 
 

 
 
 
◆この目論見書により行なう「年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株

式」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第５条の規定に

より有価証券届出書を平成 22 年２月 16 日に関東財務局長に提出しており、平成 22 年２月 17

日にその効力が発生しております。 

◆当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書（請求

目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。

なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録してお

くようにしてください。 

◆「年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式」は、課税上は株式投資信

託として取り扱われます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

有価証券届出書提出日 ： 平成 22年２月 16 日 

発行者名 ： 日興アセットマネジメント株式会社 
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投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
 

 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、 

銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 
 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 
 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。 



 

下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込

みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項として

お知らせするものです。 
 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の

内容を十分にお読みください。 
 

記 
 

■当ファンドのリスクについて 

・当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格

の下落や、株式の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額

が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場

合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投

資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落

により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 
 

・当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、

「流動性リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」および「カント

リー・リスク」などがあります。 

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「第二部 ファンド情報－第１ ファン

ドの状況－３ 投資リスク」をご覧ください。 

 



 

■当ファンドの手数料などについて 

≪お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用≫ 

申込手数料 
（１口当たり） 

基準価額に対し3.15％（税抜３％）以内 
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

換金（解約）手数料 ありません。 

信託財産留保額 
（１口当たり） 

基準価額に対し0.3％ 

 

≪信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用≫ 

信託報酬 

以下の１）～２）を合計した額 
１）純資産総額に対し年0.8295％（税抜0.79％）
の率を乗じて得た額 

２）有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸
料に0.525（税抜0.5）を乗じて得た額 

その他諸費用 純資産総額に対し年率0.1％以内 

売買委託手数料など＊ 

・組入有価証券の売買委託手数料 
・外貨建資産の保管などに要する費用 
・借入金の利息 
・立替金の利息 など 

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「第二部 ファンド情報－第１ ファン

ドの状況－４ 手数料等及び税金」をご覧ください。 

＊売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するものであ

り、事前に料率、上限額などを表示することができません。 

当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保

有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 

 



 

 

 

 

フファァンンドドのの概概要要  
 

年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 
＜愛称：ＤＣ インデックス海外新興国株式＞ 

商品分類 追加型投信／海外／株式／インデックス型 

ファンドの目的 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 

主な投資対象 
「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーフ

ァンド」受益証券を主要投資対象とします。 

主な投資制限 
・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

主なリスク 

・価格変動リスク  

・流動性リスク   

・信用リスク     

・為替変動リスク 

・カントリー・リスク 

信託報酬 

以下の１）～２）を合計した額 

１）純資産総額に対し年 0.8295％（税抜 0.79％）の率を乗じて得た額 

２）有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.525（税抜 0.5）を

乗じて得た額 

信託期間 無期限（平成 20年４月１日設定） 

決算日 毎年 11月 16 日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 
毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案

して決定します。 

運用報告書の作成 委託会社は、毎期決算後および償還後に運用報告書を作成します。 

※商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。 
 

① 



 

 

 

 

フファァンンドドのの概概要要  
 

 

取得・換金（解約）に関して 

取得・解約取扱時間 原則として、販売会社の営業日の午後３時まで 

取得・解約 

申込不可日 

販売会社の営業日であっても、取得申込日・解約請求日がニューヨーク証

券取引所の休業日に該当する場合は、取得の申込み・解約請求の受付は行

ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 

申込手数料 

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社

または委託会社の照会先にお問い合わせください。 

・販売会社における申込手数料率は3.15％（税抜３％）が上限となっており

ます。 

申込単位 
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。ただし、確定

拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、１円以上１円単位とします。

申込代金の支払い 販売会社が指定する日までにお支払いください。 

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 

解約手数料 ありません。 

信託財産留保額 解約時の基準価額に対し 0.3％（１口当たり） 

解約単位 
１口単位 

※販売会社によって異なる場合があります。 

解約代金の支払い 原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。

 

② 

基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。 



 

 

 

 

フファァンンドドのの特特色色  
 

 

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジ

なし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。

 

・主として、「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファ

ンド」受益証券への投資を通じて、新興国の株式に投資を行ない、MSCI エマージング・

マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざ

します（ファミリーファンド方式※）。 

※後述の「ファミリーファンド方式について」をご参照ください。 

・「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益

証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。 

 

 

 
 

ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、

その資金を主としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで

行なう仕組みです。 

投資

年金積立

インデックスファンド
海外新興国

（エマージング）株式

海外新興国株式
インデックスMSCI
エマージング
（ヘッジなし）
マザーファンド

損益

新興国の株式

収益分配金
解 約 金
償 還 金

申込金

投資家
（受益者）

投資

損益

＜ベビーファンド＞ ＜マザーファンド＞

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ファミリーファンド方式について 
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投投資資方方針針  
 

投資方針 
 

・主として、「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファ

ンド」受益証券に投資を行ない、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘ

ッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。 

・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向な

どによっては、株価指数先物取引などを活用したり、マザーファンド受益証券の組入比率

を引き下げたりすることがあります。 

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に

支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような

運用ができない場合があります。 
 

投資対象 
 

「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証

券を主要投資対象とします。 

※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。 
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投投資資方方針針  
 

分配方針 
 

■収益分配方針 

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。 

１）分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とし

ます。 

２）分配対象額についての分配方針 

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、

分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 

３）留保益の運用方針 

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方

針に基づき運用を行ないます。 

■収益分配金の支払い 

＜分配金再投資コース＞ 

原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。 

＜分配金受取りコース＞ 

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して

５営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。 
 

投資制限 
 

■約款に定める投資制限 

１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、

制限を設けません。 

２）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資は、信託財産

の総額の５％以下とします。 

３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。 
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フファァンンドドののリリススクク  
 

 

・当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に株式など値動きのあ

る証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としてい

るため、基準価額は変動します。特に投資する新興国の株式は、先進国

の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな

影響を与える場合があります。したがって、元金を割り込むことがあり

ます。 

・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契

約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機

関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 

・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申

込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが

求められます。 

 

 

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。 

 
 

 
 

 
 

■信用リスク 

一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じ

た場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 

■価格変動リスク 

一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受

け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予

想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。 

■流動性リスク 

・市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から

期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。 

・一般に新興国の株式は、先進国の株式と比較して、市場規模や取引量が

少ないため、相対的に流動性リスクが高いと考えられます。 
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フファァンンドドののリリススクク  
 

 

 
 

 

■カントリー・リスク 

・投資対象国である新興国における非常事態など（金融危機、デフォル

ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ

ターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向

などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあ

り、投資方針に従った運用ができない場合があります。  

・情報の開示などの基準が先進国とは異なることから、投資判断に際し

て正確な情報を充分に確保できない場合があります。 

・ファンドの投資対象株式が上場または取引されている諸国の税制が先

進国と異なる場合があります。また、それらの諸国における税制が一

方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもありま

す。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える

可能性があります。 

■為替変動リスク 

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して

円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となり

ます。 
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費費用用・・税税金金  
 

 

≪申込時、収益分配時、換金(解約)時などにご負担いただく費用・税金≫ 

時期 項目 費用・税金 

申込時 
申込手数料 

（１口当たり） 
基準価額に対し 3.15％（税抜３％）以内 

収益分配時 所得税・地方税 

◆確定拠出年金の場合 
非課税＊1 
◆確定拠出年金でない場合 
普通分配金に対し 10％＊2 

換金(解約)手数料 ありません。 

信託財産留保額 

（１口当たり） 
基準価額に対し 0.3％ 

換金(解約)時 

（解約請求） 

所得税・地方税 

◆確定拠出年金の場合 
非課税＊1 
◆確定拠出年金でない場合 
差益（譲渡益）に対し 10％＊2 

償還時 所得税・地方税 

◆確定拠出年金の場合 
非課税＊1 
◆確定拠出年金でない場合 
差益（譲渡益）に対し 10％＊2 

 

＊1 確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適
用されます。 

＊2 上記の税率は個人の場合であり、法人の場合については、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。なお、
平成 24 年１月１日以降は、上記の 10％の税率は 20％となる予定です。詳しくは、後述の「課税上の取扱
い」をご覧ください。 
※申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。 
※＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかか
りません。 
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。 
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があ
ります。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。 
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費費用用・・税税金金  
 

 

≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用・税金≫ 

時期 項目 費用・税金 

信託報酬 

以下の１）～２）を合計した額 

１）純資産総額に対し年 0.8295％（税抜 0.79％）の率

を乗じて得た額 

２）有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に

0.525（税抜 0.5）を乗じて得た額 

・上記１）の配分は、以下の通りとします。 

信託報酬率（年率） 

合計 委託会社 販売会社 受託会社 

0.82950％ 

（0.790％） 

0.37275％ 

（0.355％） 

0.42000％ 

（0.400％） 

0.03675％ 

（0.035％） 

※括弧内は税抜です。 

・上記２）の配分は、以下の通りとします。 

合計 委託会社 受託会社 

0.525 

（0.5） 

0.420 

（0.4） 

0.105 

（0.1） 

※括弧内は税抜です。 

・信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初

の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および

毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日 

その他諸費用
純資産総額に対し年率 0.1％以内 

・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。 

随時 
売買委託 

手数料など 

組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替

金の利息など 

・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。 

※売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あら

かじめ見積もることができないため、表示することができません。 
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費費用用・・税税金金  
 

■その他の費用などについて 

＜その他諸費用＞ 

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、

その支払いをファンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受

けることができます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、

その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率

を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる

諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。

ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時また

は期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率 0.1％を上限として、これ

を変更することができます。これら諸費用は、計算期間を通じて毎日、信

託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めた時期に、信託財産

から支払います。 

１）振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券

を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。 

２）有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（こ

れらの訂正に係る書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る

費用。 

３）目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作

成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の

提出費用も含みます。）。 

４）信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出

する場合の提出費用も含みます。）。 

５）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提

出する場合の提出費用も含みます。）。 

６）この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の

変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷お

よび交付に係る費用。 

７）格付の取得に要する費用。 

８）ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。 

 

 

 

 

 

 

 
⑩ 



 

 

 

 

費費用用・・税税金金  
 

＜売買委託手数料など＞ 

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益

者の負担とし、信託財産から支払います。 

１）組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプシ

ョン取引などに要する費用。 

２）信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の

保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とし

た借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。 

 

〔投資対象とするマザーファンドに係る費用〕 

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料 

・信託事務の処理に要する諸費用 

・信託財産に関する租税 など 

 

※投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間

や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。 
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第一部 証券情報 

（１）ファンドの名称 

・年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式（以下「ファンド」とい

います。） 

・愛称として「ＤＣ インデックス海外新興国株式」という名称を用いることがあります。 

（２）内国投資信託受益証券の形態等 

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。） 

・格付は取得しておりません。 

※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属

は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の

口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、

振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権

を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当

該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式

の形態はありません。 

（３）発行（売出）価額の総額 

５兆円を上限とします。 

（４）発行（売出）価格 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わ

せください。 

（５）申込手数料 

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申

込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。 

・販売会社における申込手数料率は 3.15％（税抜３％）が上限となっております。 

（６）申込単位 

販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。ただし、確定拠

出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、１円以上１円単位とします。 

（７）申込期間 

平成 22 年２月 17 日から平成 23 年２月 16 日までとします。 

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

（８）申込取扱場所 

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。 

＜委託会社の照会先＞ 

日興アセットマネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.nikkoam.com/ 

コールセンター 電話番号 0120-25-1404 

午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。 
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（９）払込期日 

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。 

・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、

追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン

ド口座に払い込まれます。 

（10）払込取扱場所 

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 

（11）振替機関に関する事項 

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。 

（12）その他 

該当事項はありません。 
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第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

１ ファンドの性格 

（１）ファンドの目的及び基本的性格 

① ファンドの目的 

中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 

② ファンドの基本的性格 

１）商品分類 

単位型投信・ 

追加型投信 
投資対象地域 

投資対象資産 

（収益の源泉）
補足分類 

    

  株  式  

 国  内   

単位型投信  債  券 インデックス型 

    

 海  外 不動産投信  

    

追加型投信  特殊型 

 内  外 

その他資産 

（    ）  

    

  資産複合  

    

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 
 

◇追加型投信 

 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用さ

れるファンドをいいます。 

◇海外 

 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産

を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

◇株式 

 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉

とする旨の記載があるものをいいます。 

◇インデックス型 

 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある

ものをいいます。 
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２）属性区分 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 

      

株式 年１回 グローバル    

一般      

大型株 年２回 日本    

中小型株      

 年４回 北米   日経 225 

債券   ファミリーファンド  

一般 欧州  

あり 

(   )  

公債 

年６回 

(隔月)     

社債  アジア    

その他債券    ＴＯＰＩＸ 年 12 回 

(毎月) オセアニア    クレジット属性

(   )      

 日々 中南米    

不動産投信   なし  

 アフリカ 

ファンド・オブ・

ファンズ  

   その他資産 

(投資信託証券（株

式 一般）) 

中近東 

(中東) 

  

    

資産複合 エマージング   

その他 

(MSCI エマージン

グ・マーケッ

ト・インデック

ス（円ヘッジな

し・円ベース）) 

(   )     

資産配分固定型     

資産配分変更型     

 

その他 

(  ) 

    

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 
 

◇その他資産（投資信託証券（株式 一般）） 

 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類

の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「株式」に分類されます。 

◇年１回 

 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。 

◇エマージング 

 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成

長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

◇ファミリーファンド 

 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ

れるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。 

◇為替ヘッジなし 

 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは

為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。 

 

上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商

品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ

（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 
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③ ファンドの特色 

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連

動する投資成果をめざします。 

・主として、「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファ

ンド」受益証券への投資を通じて、新興国の株式に投資を行ない、MSCI エマージン

グ・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果

をめざします（ファミリーファンド方式※）。 

※後述の「ファミリーファンド方式について」をご参照ください。 

・「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益

証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。 

 

◆ファミリーファンド方式について 

ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、

その資金を主としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンド

で行なう仕組みです。 

投資

年金積立

インデックスファンド
海外新興国

（エマージング）株式

海外新興国株式
インデックスMSCI
エマージング
（ヘッジなし）
マザーファンド

損益

新興国の株式

収益分配金
解 約 金
償 還 金

申込金

投資家
（受益者）

投資

損益

＜ベビーファンド＞ ＜マザーファンド＞

 

 

④ 信託金限度額 

・１兆円を限度として信託金を追加することができます。 

・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 
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（２）ファンドの仕組み 

① ファンドの仕組み 

日興シティ信託銀行株式会社
※平成22年３月１日付で「ＮＣＴ信託銀行株式会社」
へ商号を変更する予定です。

・信託財産の管理・保管

・信託財産の計算 など

年金積立インデックスファンド海外新興国
（エマージング）株式

ファンドファンド

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング
（ヘッジなし）マザーファンド

マザーファンドマザーファンド

日興アセットマネジメント株式会社

・信託財産の運用指図

・目論見書および運用報告書の作成 など

受託会社受託会社

・募集の取扱いおよび販売

・解約金、収益分配金および償還金の取扱い

・目論見書および運用報告書の交付 など

販売会社販売会社

※1

募集の取扱いなどに
関する契約

※2

証券投資
信託契約

投資家（受益者）投資家（受益者）

委託会社委託会社

日興シティ信託銀行株式会社
※平成22年３月１日付で「ＮＣＴ信託銀行株式会社」
へ商号を変更する予定です。

・信託財産の管理・保管

・信託財産の計算 など

年金積立インデックスファンド海外新興国
（エマージング）株式

ファンドファンド

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング
（ヘッジなし）マザーファンド

マザーファンドマザーファンド

日興アセットマネジメント株式会社

・信託財産の運用指図

・目論見書および運用報告書の作成 など

受託会社受託会社

・募集の取扱いおよび販売

・解約金、収益分配金および償還金の取扱い

・目論見書および運用報告書の交付 など

販売会社販売会社

※1

募集の取扱いなどに
関する契約

※2

証券投資
信託契約

投資家（受益者）投資家（受益者）

委託会社委託会社

 

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投

資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 

  

② 委託会社の概況（平成 21 年 12 月末現在） 

１）資本金 

17,363 百万円 

２）沿革 

昭和 34 年：日興證券投資信託委託株式会社として設立 

平成 11 年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会

社」に社名変更 

３）大株主の状況 

名  称 住  所 所有株数 所有比率

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番 33 号 194,152,500 株 98.54％
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２ 投資方針 

（１）投資方針 

・主として、「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファン

ド」受益証券に投資を行ない、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジな

し・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。 

・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向など

によっては、株価指数先物取引などを活用したり、マザーファンド受益証券の組入比率を引

き下げたりすることがあります。 

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支

障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用

ができない場合があります。 

（２）投資対象 

「海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証

券を主要投資対象とします。 

※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。 
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◆投資対象とするマザーファンドの概要 

＜海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞ 

運用の基本方針 

基本方針 主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エマ

ージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）＊の動きに

連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 

主な投資対象 新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みま

す。）を主要投資対象とします。 

投資方針 ・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなど

を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス

（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行

ないます。 

・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活

用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引など

の買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取

引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること

があります。 

・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存

元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生し

た場合には、上記のような運用ができない場合があります。 

主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合に

は、制限を設けません。 

・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。 

・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

 

収益分配 収益分配は行ないません。 

ファンドに係る費用 

信託報酬 ありません。 

申込手数料 ありません。 

信託財産留保額 解約時の基準価額に対し 0.3％（１口当たり） 

 

その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信

託財産に関する租税など。 

※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 

その他 

委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 

受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 
※平成 22 年３月１日付で「ＮＣＴ信託銀行株式会社」へ商号を変更する予定です。 

信託期間 無期限（平成 18 年５月 17 日設定） 

 

決算日 毎年５月 16 日（休業日の場合は翌営業日） 

＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式市場の合成

パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに

円換算したものです。 

同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内

容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 
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（３）運用体制 

チーフ インベストメント オフィサー（ＣＩＯ）

オルタナティブ
運用部門

オルタナティブ
運用部門

外部委託
運用部門

外部委託
運用部門

運用企画
部門

運用企画
部門

マクロ＆ミクロ
調査分析部門

マクロ＆ミクロ
調査分析部門

パッシブ
運用部門

パッシブ
運用部門

債券運用
部門

債券運用
部門

株式運用
部門

株式運用
部門

トレーディング部門トレーディング部門

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手
続きで受託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

■ 運用方針の策定

国内外の経済見通し、市況見通し
および資産配分の基本方針を決定し
ます。

投資委員会の決定に基づき、個別
資産および資産配分戦略に係る
具体的な運用方針を策定します。

個別ファンドのガイドラインおよび
それぞれの運用方針に沿って、
ポートフォリオを構築・管理します。

■ 運用の実行

発注政策委員会

発注政策委員会の決定のもと、
最良執行のプロセスに則り売買を
執行します。

・運用を含む社内業務に係る内部

管理態勢の妥当性の検証・評価

・監査結果の取締役会への報告お

よび指摘事項是正の事後点検

など

内部監査関連部門
（５名程度）

・運用における法令諸規則などの

遵守状況の管理に関する業務

など

コンプライアンス関連部門
（20名程度）

・運用行為に関連する信用リスク、

事務リスクの管理およびモニタ

リング 業務

・運用実績の評価・分析 など

リスク管理関連部門
（20名程度）

運用分析会議

取締役会・エグゼクティブコミッティー など

◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。

・運用状況について運用パフォーマ

ンスの評価・分析などの審議

・運用改善勧告 など

・運用リスク管理態勢の取りまとめ

・運用リスクの測定、モニタリング

および管理手法の構築 など

運用リスク委員会

・発注方針の決定
・社会的信用力、情報提供力、
執行対応力において最適と
判断し得る発注業者の決定 など

各運用部門の
ファンドマネージャー

（ ポートフォリオの構築・管理 ）

投資委員会
（ 基本方針の策定 ）

各運用部門
（ 運用方針の策定 ）

トレーディング部門
（ 売買執行 ）

チーフ インベストメント オフィサー（ＣＩＯ）

オルタナティブ
運用部門

オルタナティブ
運用部門

外部委託
運用部門

外部委託
運用部門

運用企画
部門

運用企画
部門

マクロ＆ミクロ
調査分析部門

マクロ＆ミクロ
調査分析部門

パッシブ
運用部門

パッシブ
運用部門

債券運用
部門

債券運用
部門

株式運用
部門

株式運用
部門

トレーディング部門トレーディング部門

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手
続きで受託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

■ 運用方針の策定

国内外の経済見通し、市況見通し
および資産配分の基本方針を決定し
ます。

投資委員会の決定に基づき、個別
資産および資産配分戦略に係る
具体的な運用方針を策定します。

個別ファンドのガイドラインおよび
それぞれの運用方針に沿って、
ポートフォリオを構築・管理します。

■ 運用の実行

発注政策委員会

発注政策委員会の決定のもと、
最良執行のプロセスに則り売買を
執行します。

・運用を含む社内業務に係る内部

管理態勢の妥当性の検証・評価

・監査結果の取締役会への報告お

よび指摘事項是正の事後点検

など

内部監査関連部門
（５名程度）

・運用における法令諸規則などの

遵守状況の管理に関する業務

など

コンプライアンス関連部門
（20名程度）

・運用行為に関連する信用リスク、

事務リスクの管理およびモニタ

リング 業務

・運用実績の評価・分析 など

リスク管理関連部門
（20名程度）

運用分析会議

取締役会・エグゼクティブコミッティー など

◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。

・運用状況について運用パフォーマ

ンスの評価・分析などの審議

・運用改善勧告 など

・運用リスク管理態勢の取りまとめ

・運用リスクの測定、モニタリング

および管理手法の構築 など

運用リスク委員会

・発注方針の決定
・社会的信用力、情報提供力、
執行対応力において最適と
判断し得る発注業者の決定 など

各運用部門の
ファンドマネージャー

（ ポートフォリオの構築・管理 ）

投資委員会
（ 基本方針の策定 ）

各運用部門
（ 運用方針の策定 ）

トレーディング部門
（ 売買執行 ）

 

※上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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（４）分配方針 

① 収益分配方針 

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。 

１）分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。 

２）分配対象額についての分配方針 

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、

分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 

３）留保益の運用方針 

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針

に基づき運用を行ないます。 

② 収益分配金の支払い 

＜分配金再投資コース＞ 

 原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。 

＜分配金受取りコース＞ 

 毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して

５営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。 

（５）投資制限 

① 約款に定める投資制限 

１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制

限を設けません。 

２）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資は、信託財産の

総額の５％以下とします。 

３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。 

② 法令による投資制限 

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律） 

 同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当

該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。 
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３ 投資リスク 

（１）ファンドのリスク 

・当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に株式など値動きのある証券（外貨建証

券は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。特

に投資する新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準

価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、元金を割り込むことがあります。 

・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護

の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の

支払いの対象とはなりません。 

・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの

投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。 

 

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。 

① 価格変動リスク 

一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。フ

ァンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損

失が生じるリスクがあります。 

② 流動性リスク 

・市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で

売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。 

・一般に新興国の株式は、先進国の株式と比較して、市場規模や取引量が少ないため、相対

的に流動性リスクが高いと考えられます。 

③ 信用リスク 

一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファ

ンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 

④ 為替変動リスク 

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合

には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 

⑤ カントリー・リスク 

・投資対象国である新興国における非常事態など（金融危機、デフォルト、重大な政策変更

や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な

ど）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリ

スクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。  

・情報の開示などの基準が先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を充分

に確保できない場合があります。 

・ファンドの投資対象株式が上場または取引されている諸国の税制が先進国と異なる場合が

あります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用

されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を

与える可能性があります。 
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＜その他の留意事項＞ 

・システムリスク・市場リスクなどに関する事項 

 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、

政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出

来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従

った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあり

ます。 

・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項 

 一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却する

ことがあります。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。 

・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項 

 ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。 
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（２）リスク管理体制 

報告・提案など監督・是正指導など

リスク監督委員会

運用リスク委員会
ビジネスオペレーション／
プロセスリスク委員会

ＢＣＰ／テクノロジー／
システムリスク委員会

リスク管理業務担当部門

法令など遵守状況のモニタリングと
リスクの管理

運 用 部 門

モニタリング
是正指導など

運用分析会議

評価・分析など

フィードバック
是正指導など

リスク・パフォーマンスの評価と分析

報告・提案など監督・是正指導など

リスク監督委員会

運用リスク委員会
ビジネスオペレーション／
プロセスリスク委員会

ＢＣＰ／テクノロジー／
システムリスク委員会

リスク管理業務担当部門

法令など遵守状況のモニタリングと
リスクの管理

運 用 部 門

モニタリング
是正指導など

運用分析会議

評価・分析など

フィードバック
是正指導など

リスク・パフォーマンスの評価と分析

 

■全体的リスク管理 

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的

なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令な

どの遵守状況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリ

スク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動

状況を報告しております。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク（運用

リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重

大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努

めております。  

■リスク・パフォーマンスの評価と分析 

ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタ

リングを行ないます。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析

会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行ないます。 

■法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理  

法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。そ

の結果についてはリスク監督委員会、あるいはその部門別委員会へ報告され運用部門に是正

指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。 

 

※上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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４ 手数料等及び税金 

（１）申込手数料 

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の

照会先にお問い合わせください。 

・販売会社における申込手数料率は 3.15％（税抜３％）が上限となっております。 

・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率

を乗じて得た額とします。 

・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申

込手数料はかかりません。 

（２）換金（解約）手数料 

① 換金手数料 

ありません。 

② 信託財産留保額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し

引かれます。 

※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信

託財産に繰り入れる金額のことです。 

（３）信託報酬等 

① 信託報酬 

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、１）～３）を合計した額とします。 

１）信託財産の純資産総額に対し年 0.8295％（税抜 0.79％）の率を乗じて得た額 

２）有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.525（税抜 0.5）を乗じて得た額 

３）投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸

料に 0.525（税抜 0.5）を乗じて得た額（当該マザーファンドの約款において、品貸

料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の信託報酬として

収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投

資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託

の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。） 

＊なお、有価証券届出書提出日現在、投資対象とするマザーファンドにおいては、当

該規定はありません。 

② 信託報酬の配分 

・上記①の１）の配分は、以下の通りとします。 

信託報酬率（年率） 

合計 委託会社 販売会社 受託会社 

0.82950％ 

（0.790％） 

0.37275％ 

（0.355％） 

0.42000％ 

（0.400％） 

0.03675％ 

（0.035％） 

※括弧内は税抜です。 

・上記①の２）および３）の配分は、以下の通りとします。 

合計 委託会社 受託会社 

0.525 

（0.5） 

0.420 

（0.4） 

0.105 

（0.1） 

※括弧内は税抜です。 
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③ 支払時期 

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月

終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または

信託終了のときに、信託財産から支払います。 

（４）その他の手数料等 

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをフ

ァンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際

に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見

積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をか

かる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託

会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積

率を見直し、年率 0.1％を上限として、これを変更することができます。これら諸費用は、

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めた時期に、

信託財産から支払います。 

① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合に

おける発行および管理事務に係る費用。 

② 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る

書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。 

③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交

付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。 

④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費

用も含みます。）。 

⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出

費用も含みます。）。 

⑥ この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契

約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。 

⑦ 格付の取得に要する費用。 

⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。 

  

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、

信託財産から支払います。 

① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに

要する費用。 

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す

る費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社

の立て替えた立替金の利息。 

 

＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞ 

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料 

・信託事務の処理に要する諸費用 

・信託財産に関する租税 など 
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＊売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる

ことができないため、表示することができません。 

 

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに

応じて異なりますので、表示することができません。 

（５）課税上の取扱い 

① 確定拠出年金の場合 

  確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および

地方税はかかりません。 

  なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制

が適用されます。 

② 確定拠出年金でない場合 

１）個人受益者の場合 

イ）収益分配金に対する課税 

・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、平成 23 年

12 月 31 日までは軽減税率が適用され、10％（所得税７％および地方税３％）の税率

による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定

申告を行ない、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択することもできます。 

・なお、平成 24 年１月１日以降は、上記の 10％の税率は 20％（所得税 15％および地

方税５％）となる予定です。 

ロ）解約金および償還金に対する課税 

・解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については譲渡所得として、平成 23 年 12 月

31 日までは軽減税率が適用され、10％（所得税７％および地方税３％）の税率によ

る申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特

定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、10％（所得税７％および地方税

３％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。 

＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額

を含みます。）を控除した利益 

・なお、平成 24 年１月１日以降は、上記の 10％の税率は 20％（所得税 15％および地

方税５％）となる予定です。 

 

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等

の譲渡益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と

損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）および普通分配金

（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と

損益通算が可能です。 
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２）法人受益者の場合 

イ）収益分配金、解約金、償還金に対する課税 

・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本

超過額については配当所得として、平成 23 年 12 月 31 日までは軽減税率が適用され、

７％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、

所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。 

・なお、平成 24 年１月１日以降は、上記の７％の税率は 15％（所得税のみ）となる予

定です。 

ロ）益金不算入制度の適用 

益金不算入制度は適用されません。 

 

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。 

  

③ 個別元本 

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含

まれません。）が個別元本になります。 

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で

加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込み

の場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくだ

さい。 

④ 普通分配金と特別分配金 

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」（元

本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

２）受益者が収益分配金を受け取る際 

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上

回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場

合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収

益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。 

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益

者の個別元本となります。 
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※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更に

なる場合があります。  
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５ 運用状況   

 以下の運用状況は平成 21 年 11 月 30 日現在です。   

 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

    

（１）投資状況   

投資資産の種類 時価（千円） 投資比率（％） 

親投資信託受益証券       1,161,108            100.01   

  日本       1,161,108            100.01   

コール・ローン等、その他資産(負債控除後)            △94             △0.01   

純資産総額       1,161,013            100.00   

 

（２）投資資産      

 ① 投資有価証券の主要銘柄      

 イ 評価額上位銘柄明細      

＜親投資信託受益証券＞      
通貨 種類 数量又は 簿価単価(円) 簿価額(円) 

国・地域 業種 
銘柄名 

券面総額 評価単価(円) 評価額(円) 

投資比率

(％) 

日本円 親投資信託受益証券 1.0798 1,222,938,944

日本 － 

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング

（ヘッジなし）マザーファンド 
1,132,567,854

1.0252 1,161,108,563
100.01

 

ロ 種類別及び業種別の投資比率  

種類別及び業種別 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 100.01 

合計 100.01 

 

② 投資不動産物件 

  該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

  該当事項はありません。 
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（３）運用実績     

① 純資産の推移     

１口当たりの純資産額（円） 純資産総額（百万円） 
期別 

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 

設  定  時（2008年4月1日） 1.0000 1.0000 1 1 

第1計算期間末（2008年11月17日） 0.4873 0.4873 500 500 

第2計算期間末（2009年11月16日） 0.8269 0.8269 1,217 1,217 

     

     

  １口当たりの純資産額（円） 純資産総額（百万円） 

2008年11月末日 0.4816 514 

2008年12月末日 0.4853 558 

2009年1月末日 0.4550 549 

2009年2月末日 0.4713 589 

2009年3月末日 0.5267 680 

2009年4月末日 0.6043 801 

2009年5月末日 0.7002 944 

2009年6月末日 0.7023 997 

2009年7月末日 0.7622 1,101 

2009年8月末日 0.7556 1,100 

2009年9月末日 0.7905 1,154 

2009年10月末日 0.8112 1,191 

2009年11月末日 0.7848 1,161 

 

② 分配の推移  

  １口当たり税込み分配金（円） 

第1計算期間（2008年4月1日～2008年11月17日）                        0       

第2計算期間（2008年11月18日～2009年11月16日）                        0       

 

③ 収益率の推移  

  収益率（％） 

第1計算期間（2008年4月1日～2008年11月17日）                      △51.27    

第2計算期間（2008年11月18日～2009年11月16日）                        69.69   

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の

基準価額（分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し

て得た数に100を乗じた数です。 
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（参考）海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド 

 以下の運用状況は平成 21 年 11 月 30 日現在です。   

 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してい

ます。 

    

（１）投資状況   

投資資産の種類 時価（千円） 投資比率（％） 

株式       6,086,316             97.42   

 ブラジル       1,040,336             16.65   

 韓国         746,830             11.95   

 中国         703,269             11.26   

 台湾         675,945             10.82   

 インド         469,369              7.51   

 南アフリカ         428,456              6.86   

 ロシア         392,150              6.28   

 香港         359,388              5.75   

 メキシコ         276,209              4.42   

 マレーシア         170,836              2.73   

 イスラエル         167,631              2.68   

 インドネシア         108,297              1.73   

 チリ          84,449              1.35   

 トルコ          81,013              1.30   

 ポーランド          77,661              1.24   

 タイ          71,823              1.15   

 ペルー          39,530              0.63   

 コロンビア          36,610              0.59   

 ハンガリー          34,385              0.55   

 エジプト          29,582              0.47   

 チェコ          28,782              0.46   

 フィリピン          27,505              0.44   

 モロッコ          13,568              0.22   

 ケイマン諸島          12,540              0.20   

 バミューダ諸島          10,141              0.16   

有価証券指数等先物取引(買建)        (115,627)            (1.85)  

 アメリカ        (115,627)            (1.85)  

コール・ローン等、その他資産(負債控除後)         161,318              2.58   

純資産総額       6,247,635            100.00   
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（２）投資資産       

 ① 投資有価証券の主要銘柄      

 イ 評価額上位銘柄明細      

＜株式＞       
通貨 種類 数量又は 簿価単価(円) 簿価額(円) 

国・地域 業種 
銘柄名 

券面総額 評価単価(円) 評価額(円) 

投資比率

(％) 

ブラジルレアル 株式 1,559 110,982,288

ブラジル 石油・ガス 
PETROLEO BRASILEIRO SA PREF 71,200

1,937 137,930,064
2.21

韓国ウォン 株式 41,514 105,860,700

韓国 半導体 
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,550

53,258 135,806,880
2.17

香港ドル 株式 810 114,368,712

香港 通信 
CHINA MOBILE LTD/HK 141,200

804 113,468,320
1.82

ブラジルレアル 株式 1,941 99,700,237

ブラジル 石油・ガス 
PETROLEO BRASILEIRO SA 51,360

2,203 113,128,309
1.81

ブラジルレアル 株式 1,552 79,708,859

ブラジル 鉱業 
VALE SA-PREF A 51,350

2,136 109,705,167
1.76

アメリカドル 株式 1,810 96,508,587

ロシア 石油・ガス 
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S 53,320

2,004 106,830,608
1.71

イスラエルシェケル 株式 4,229 92,753,157

イスラエル 医薬品 
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 21,935

4,573 100,311,563
1.61

新台湾ドル 株式 148 86,522,455

台湾 半導体 

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 

CO LTD 
586,355

161 94,637,697
1.51

メキシコペソ 株式 157 64,735,933

メキシコ 通信 
AMERICA MOVIL SAB DE CV 413,000

208 85,824,993
1.37

ブラジルレアル 株式 1,285 57,057,614

ブラジル 銀行 
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 44,392

1,880 83,454,740
1.34

香港ドル 株式 54 56,652,288

中国 銀行 
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 1,056,000

73 77,586,432
1.24

香港ドル 株式 53 57,897,262

中国 銀行 

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF 

CHINA 
1,100,000

70 77,123,200
1.23

香港ドル 株式 310 52,329,723

中国 保険 
CHINA LIFE INSURANCE CO 169,000

421 71,169,280
1.14

韓国ウォン 株式 30,144 49,286,094

韓国 鉄鋼 
POSCO 1,635

41,364 67,630,794
1.08

新台湾ドル 株式 251 46,257,011

台湾 電子機器 
HON HAI PRECISION INDUSTRY 183,956

363 66,803,621
1.07

香港ドル 株式 33 45,947,455

中国 銀行 
BANK OF CHINA LTD 1,390,000

46 64,295,840
1.03

インドルピー 株式 1,852 59,163,053

インド 石油・ガス 
RELIANCE INDUSTRIES LTD 31,946

1,987 63,486,446
1.02

ブラジルレアル 株式 1,823 42,286,176

ブラジル 鉱業 
VALE SA 23,200

2,470 57,305,856
0.92

香港ドル 株式 112 47,482,188

香港 石油・ガス 
CNOOC LTD 424,000

132 55,940,864
0.90

ブラジルレアル 株式 1,355 42,397,728

ブラジル 銀行 
BANCO BRADESCO SA 31,300

1,783 55,818,479
0.89

アメリカドル 株式 4,080 43,595,548

ロシア 石油・ガス 
LUKOIL-SPON ADR 10,685

5,035 53,798,761
0.86

インドルピー 株式 3,026 35,150,707

インド コンピューター
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 11,615

4,423 51,372,158
0.82

香港ドル 株式 91 44,126,096

中国 石油・ガス 
PETROCHINA CO LTD-H 487,000

105 51,162,272
0.82

南アフリカランド 株式 1,345 46,433,409

南アフリカ 通信 
MTN GROUP LTD 34,515

1,354 46,717,778
0.75

ユーロ 株式 15,365 31,805,095

ロシア 銀行 
SBERBANK-GDR 2,070

21,354 44,203,691
0.71

南アフリカランド 株式 3,449 43,798,842

南アフリカ 石油・ガス 
SASOL LTD 12,700

3,413 43,348,910
0.69

香港ドル 株式 891 19,422,928

中国 インターネット
TENCENT HOLDINGS LTD 21,800

1,557 33,938,240
0.54

韓国ウォン 株式 2,515 25,253,277

韓国 その他金融 
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 10,040

3,302 33,156,297
0.53

韓国ウォン 株式 3,246 24,039,600

韓国 その他金融 
KB FINANCIAL GROUP INC 7,405

4,219 31,239,622
0.50

インドルピー 株式 1,092 21,036,031

インド 銀行 
ICICI BANK LTD 19,265

1,617 31,145,918
0.50

－ 22 －



ロ 種類別及び業種別の投資比率  

種類別及び業種別 投資比率（％） 

株式 97.42 

 銀行 15.16 

 石油・ガス 13.79 

 通信 9.01 

 鉱業 6.80 

 半導体 5.73 

 鉄鋼 4.12 

 その他金融 4.11 

 コンピューター 2.94 

 電力 2.64 

 保険 2.57 

 多角産業 2.48 

 電子機器 2.24 

 小売り 2.07 

 化学 2.06 

 医薬品 2.03 

 エンジニアリング建設 1.59 

 食品 1.53 

 不動産 1.39 

 自動車 製造 1.26 

 飲料 1.18 

 電気部品・電気機械 1.10 

 建築資材 1.07 

 石炭 1.06 

 農業 1.04 

 インターネット 0.90 

 メディア 0.90 

 運輸関連 0.63 

 ガス 0.61 

 木材・紙 0.58 

 自動車 部品・機器 0.45 

 商業サービス 0.40 

 造船 0.36 

 ヘルスケア製品 0.34 

 投資会社 0.32 

 宿泊施設 0.30 

 流通・卸売業 0.30 

 化粧品パーソナルケア 0.23 

 住宅建設 0.21 

 航空 0.20 

 その他製造 0.19 

 生活用品 0.19 

 ソフトウェア 0.16 

 機械 建設・鉱業用 0.15 

 航空宇宙・防衛 0.14 

 機械 その他 0.12 

 繊維製品 0.11 

 金属 加工・鉱業用 0.10 

 ヘルスケア・サービス 0.09 

 家具・家電製品 0.09 

 環境ビジネス 0.09 
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 レジャー 0.08 

 水道 0.07 

 石油・ガス サービス 0.07 

 エンターテインメント 0.05 

合計 97.42 

 

② 投資不動産物件 

  該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの     

＜有価証券指数等先物取引＞      

国・地域 銘柄名 種類 数量 契約額等（円） 評価額（円） 
投資比率

（％） 

アメリカ 
E-MINI MSCI EMERGING 

FUTURES 2009-12 
買建 28 115,353,996 115,627,448 1.85

合計 － 115,353,996 115,627,448 1.85

 

 

－ 24 －



６ 手続等の概要 

（１）申込（販売）手続等 

 ① 申込方法 

販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行な

う場合は、当該規定に従うものとします。 

 ② コースの選択 

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通

りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 

＜分配金再投資コース＞ 

・収益分配金を自動的に再投資するコースです。 

・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結

ぶことができる場合があります。 

＜分配金受取りコース＞ 

 収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。 

 ③ 申込みの受付 

販売会社の営業日に受け付けます。 

 ④ 取扱時間 

原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と

します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

 ⑤ 取得申込不可日 

販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場

合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 ⑥ 申込金額 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該

手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 

 ⑦ 申込単位 

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の

取得申込みを行なう場合は、１円以上１円単位とします。 

 ⑧ 申込代金の支払い 

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。 

 ⑨ 受付の中止および取消 

委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規

制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖も

しくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受

付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。 

※金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第

８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 
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（２）換金（解約）手続等 

＜解約請求による換金＞ 

 ① 解約の受付 

販売会社の営業日に受け付けます。 

 ② 取扱時間 

原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と

します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

 ③ 解約請求不可日 

販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場

合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 ④ 解約制限 

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、

大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社

にお問い合わせください。 

 ⑤ 解約価額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に 0.3％の率を乗

じて得た額）を控除した価額とします。 

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 

 ⑥ 手取額 

１口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。 

※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先

金融機関でない場合、解約価額から所得税および地方税が差し引かれます。 

※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更

になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。 

 ⑦ 解約単位 

１口単位 

※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。 

 ⑧ 解約代金の支払い 

原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。 

 ⑨ 受付の中止および取消 

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規

制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖も

しくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を

中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。 
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７ 管理及び運営の概要 

（１）資産管理等の概要 

① 資産の評価 

１）基準価額の算出 

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 

・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除

した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、

ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 

＜基準価額算出の流れ＞ 

純資産総額＝（ａ）信託財産の総額から

（ｂ）負債総額（ファンドの運用に必要

な費用などのコスト）を控除したもの

（ａ）－（ｂ）

基準価額＝純資産総額を

計算日の受益権総口数で

割った金額

（ａ）信託財産の総額＝ファンドに組み

入れられている有価証券など全てを

時価などにより評価したもの

（ａ）信託財産
の総額

基準価額

（ｂ）負債総額

純資産総額

純資産総額＝（ａ）信託財産の総額から

（ｂ）負債総額（ファンドの運用に必要

な費用などのコスト）を控除したもの

（ａ）－（ｂ）

基準価額＝純資産総額を

計算日の受益権総口数で

割った金額

（ａ）信託財産の総額＝ファンドに組み

入れられている有価証券など全てを

時価などにより評価したもの

（ａ）信託財産
の総額

基準価額基準価額

（ｂ）負債総額

純資産総額

 

２）有価証券などの評価基準 

・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評

価します。 

＜主な資産の評価方法＞ 

◇マザーファンド受益証券 

 基準価額計算日の基準価額で評価します。 

◇外国株式 

 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相

場で評価します。 

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算につい

ては、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。 

② 信託期間 

無期限とします（平成 20 年４月１日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約

し、信託を終了させることがあります。 

③ 計算期間 

毎年 11 月 17 日から翌年 11 月 16 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと

きはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。 
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④ その他 

１）信託の終了（繰上償還） 

イ）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償

還させることができます。 

ａ）受益者の解約により純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合 

ｂ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき 

ｃ）やむを得ない事情が発生したとき 

ロ）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。

（後述の「書面決議」をご覧ください。） 

ハ）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどには、後述の

「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。 

ニ）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 

２）償還金について 

・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日

が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。 

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 

３）信託約款の変更など 

イ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他の

ファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の

変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁

に届け出ます。 

ロ）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合については、書面決議を行ない

ます。（後述の「書面決議」をご覧ください。） 

ハ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述

の「書面決議」の規定を適用します。 

４）書面決議 

イ）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないま

す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの

事項を定め、決議の日の２週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの

事項を記載した書面決議の通知を発送します。 

ロ）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみな

します。 

ハ）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の

議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。 

ニ）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべて

の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行な

いません。 

ホ）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のフ

ァンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行な

うことはできません。 
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ヘ）当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合には、書面決議

において反対した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって

買い取るべき旨を請求できます。 

＜書面決議の主な流れ＞ 

書
面
決
議
の
日

賛成者が議決権を
行使することがで
きる受益者の半数
以上であって、当
該受益者の議決権
の３分の２以上の
場合

監
督
官
庁
へ
届
出

買
取
請
求
受
付
開
始

買
取
請
求
受
付
終
了

実
施

２週間以上

上記でない場合
不
成
立

議
決
権
の
行
使
期
限

書
面
決
議
の
通
知
の
発
送

書
面
決
議
の
日

賛成者が議決権を
行使することがで
きる受益者の半数
以上であって、当
該受益者の議決権
の３分の２以上の
場合

監
督
官
庁
へ
届
出

買
取
請
求
受
付
開
始

買
取
請
求
受
付
終
了

実
施

２週間以上

上記でない場合
不
成
立

議
決
権
の
行
使
期
限

書
面
決
議
の
通
知
の
発
送

 

５）公告 

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。 

 ホームページ アドレス  http://www.nikkoam.com/ 

※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合に

は、公告は日本経済新聞に掲載します。 

６）運用報告書の作成 

委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価

証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。 

（２）受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

・収益分配金・償還金受領権 

・解約請求権 

・帳簿閲覧権 

 

－ 29 －



第２ 財務ハイライト情報 

（１）以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」

に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 

（２）「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人

による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理

状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。 

 

    

   

年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 

 

１ 貸借対照表   

（単位：円）

期別
第 1期 

平成 20 年 11 月 17 日現在 

第 2期 

平成 21 年 11 月 16 日現在 

科目 金 額 金 額 

資産の部     

 流動資産     

  コール・ローン           1,103,705              7,628,423    

  親投資信託受益証券         500,247,125          1,217,643,557    

  未収入金                   -              5,230,000    

  流動資産合計         501,350,830          1,230,501,980    

 資産合計         501,350,830          1,230,501,980    

負債の部     

 流動負債     

  未払解約金             339,281              7,218,024    

  未払受託者報酬              27,977                227,291    

  未払委託者報酬             566,826              4,603,947    

  その他未払費用             172,855                825,365    

  流動負債合計           1,106,939             12,874,627    

 負債合計           1,106,939             12,874,627    

純資産の部     

 元本等     

  元本       1,026,497,685          1,472,535,110    

  剰余金     

   期末剰余金又は期末欠損金（△）       △526,253,794          △254,907,757    

   （分配準備積立金）           4,107,184            122,747,458    

  元本等合計         500,243,891          1,217,627,353    

 純資産合計         500,243,891          1,217,627,353    

負債純資産合計         501,350,830          1,230,501,980    
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２ 損益及び剰余金計算書   

（単位：円）

期別

第 1期 

自 平成 20 年 4月 1日 

至 平成 20 年 11 月 17 日 

第 2期 

自 平成 20 年 11 月 18 日 

至 平成 21 年 11 月 16 日 

科目 金 額 金 額 

営業収益     

 受取利息               6,277                  4,675    

 有価証券売買等損益       △398,988,034            477,182,674    

 営業収益合計       △398,981,757            477,187,349    

営業費用     

 受託者報酬              77,226                359,072    

 委託者報酬           1,565,291              7,273,590    

 その他費用             183,912                854,967    

 営業費用合計           1,826,429              8,487,629    

営業利益又は営業損失（△）       △400,808,186            468,699,720    

経常利益又は経常損失（△）       △400,808,186            468,699,720    

当期純利益又は当期純損失（△）       △400,808,186            468,699,720    

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約

に伴う当期純損失金額の分配額（△） 
       △24,226,327             55,145,730    

期首剰余金又は期首欠損金（△）                   -          △526,253,794    

剰余金増加額又は欠損金減少額             111,590            169,758,129    

 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額             111,590            169,758,129    

 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   -                      -    

剰余金減少額又は欠損金増加額         149,783,525            311,966,082    

 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   -                      -    

 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額         149,783,525            311,966,082    

分配金                   -                      -    

期末剰余金又は期末欠損金（△）       △526,253,794          △254,907,757    

 

     

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）  

    第1期 第2期 

  期 別 自 平成20年4月1日 自 平成20年11月18日 

  項 目 至 平成20年11月17日 至 平成21年11月16日 

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 

      

移動平均法に基づき当該親投資信

託受益証券の基準価額で評価して

おります。 

  同左 

2. その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

当ファンドの計算期間は原則として、

毎年11月17日から翌年11月16日までと

なっております。ただし、各計算期間

終了日に該当する日（以下「該当日」

といいます。）が休業日のとき、各計算

期間終了日は、該当日以降の営業日で

ある日のうち、該当日に最も近い日と

し、その翌日より次の計算期間が始ま

るものといたしますので、当計算期間

は平成20年4月1日から平成20年11月17

日までとなっております。 

当ファンドの計算期間は原則として、

毎年11月17日から翌年11月16日までと

なっております。ただし、各計算期間

終了日に該当する日（以下「該当日」

といいます。）が休業日のとき、各計算

期間終了日は、該当日以降の営業日で

ある日のうち、該当日に最も近い日と

し、その翌日より次の計算期間が始ま

るものといたしますので、当計算期間

は平成20年11月18日から平成21年11月

16日までとなっております。 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

（１）名義書換 

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式

受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更

の請求を行なわないものとします。 

（２）受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

（３）譲渡制限の内容 

① 譲渡制限はありません。 

② 受益権の譲渡 

・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数

の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま

たは記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に

は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み

ます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益

権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な

る場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し

たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

③ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社

に対抗することができません。 

（４）受益証券の再発行 

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券

の再発行の請求を行なわないものとします。 

（５）受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにした

がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、

民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。 
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第４ ファンドの詳細情報の項目 

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見書））の記載

項目は以下の通りです。 

 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

（１）資産の評価 

（２）保管 

（３）信託期間 

（４）計算期間 

（５）その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２ ファンドの現況 

純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績 

 

上記の情報については、ＥＤＩＮＥＴ（エディネット）※でもご覧いただくことができます。 

※Electronic Disclosure for Investors’ NETwork の略で、「金融商品取引法に基づく有価証

券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。投資家はＥＤＩＮＥＴを利

用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書な

どを閲覧することができます。 
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＜追加型証券投資信託 年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式＞ 

 

運 用 の 基 本 方 針 

 

 

約款第17条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

基 本 方 針 

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 

 

運 用 方 法 

(1)投資対象 

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド受益証券を主要投資対象と

します。 

(2)投資態度 

主として、海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド受益証券に投資

を行ない、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投

資成果を目指します。 

マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては、株価

指数先物取引等を活用したり、マザーファンド受益証券の組入率を引き下げたりすることがあります。 

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水

準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 

 

運 用 制 限 

(1)株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けません。 

(2)投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資は、信託財産の総額の５％以下と

します。 

(3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

(4)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第27条の範囲で行ないます。 

 

収益分配方針 

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行ないます。 

①分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

②分配対象額についての分配方針 

分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の

場合には分配を行なわないこともあります。 

③留保益の運用方針 

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 
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追加型証券投資信託 年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条  この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信

託銀行株式会社を受託者とします。 

  ②  この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 

（信託の目的、金額および追加信託の限度額） 

第２条  委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けま

す。 

  ②  委託者は、受託者と合意の上、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。 

  ③  委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第３条  この信託の期間は、信託契約締結日から第47条、第48条第１項、第49条第１項および第51条第２項

の規定による解約の日までとします。 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第４条  この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に

該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行なわれます。 

（当初の受益者） 

第５条  この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、

第６条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 

第６条  委託者は、第２条第１項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につい

ては、これを追加信託のつど第７条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

  ②  委託者は、受託者と協議の上、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）

に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第７条  追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数

を乗じた額とします。 

  ②  この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第25条に

規定する借入有価証券を除く）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日にお

ける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外

貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、

原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

  ③  第27条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の

仲値によるものとします。 

（追加日時の異なる受益権の内容） 

第８条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第９条  この信託の全ての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があ

らかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する

「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関

（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま

す。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または

記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

  ②  委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ

れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し

ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

     なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受

益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、

受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 

  ③  委託者は、第６条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等
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は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ

の新たな記載または記録を行ないます。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第10条  受託者は、第２条第１項の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により

生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係

る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

（受益権の申込単位および価額） 

第11条  委託者は、第６条第１項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者が定める単

位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第42条第３項に規

定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、１口の整数倍をもって当該取得の申

込に応ずることができるものとします。ただし、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合

において、委託者に対し、当該取得の申込にかかる受益権について、第42条第３項に規定する収益分

配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をも

って、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。 

  ②  委託者の指定する第一種金融商品取引業者（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定

する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機

関（委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同

じ。）は、第６条第１項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定す

る第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得申込に応

じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約（以下

「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得申込に応

じることができるものとします。 

  ③  前２項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または委託者の指定す

る登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権

の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増

加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者（第43条に規定する委託者の指定する口座管理機

関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関

は、当該取得申込の代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいま

す。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行な

うことができます。 

  ④  第１項および第２項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当す

る場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。ただし、第42条第２項および第３項に規定

する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。 

  ⑤  第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手

数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価

額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、１口につき１円に

手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

  ⑥  前項の手数料の額は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する

登録金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。 

  ⑦  第５項の規定にかかわらず、受益者が第42条第３項の規定または別に定める契約に基づいて収益分

配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第36条に規定する各計算期間終了日の基準価

額とします。 

  ⑧  前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する

金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常

事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデター

や重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等、その他やむを

得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の

受付を取消すことができます。 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第12条  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

  ②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
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の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録

するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人

の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の

規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知

するものとします。 

  ③  委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合

等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止

日や振替停止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第13条  受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および

受託者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第14条  この信託において投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条

各号で定める特定資産の種類をいいます。）は、次に掲げるものとします。 

1.有価証券 

2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、第20条、

第21条および第22条に定めるものに限ります。） 

3.金銭債権 

4.約束手形 

  ②  この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。 

1.為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第15条  委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託

銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング

（ヘッジなし）マザーファンド（その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的

とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の有価証

券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま

す。）に投資することを指図します。 

1.株券または新株引受権証書 

2.国債証券 

3.地方債証券 

4.特別の法律により法人の発行する債券 

5.社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引

受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6.特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 

7.コマーシャル・ペーパー 

8.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お

よび新株予約権証券 

9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する

もの 

10.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを

いい、マザーファンドの受益証券を除きます。） 

11.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。

以下次号において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの 

12.投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号におい

て同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 

13.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 

14.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい

い、有価証券に係るものに限ります。） 

15.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

16.外国法人が発行する譲渡性預金証書 

17.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
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益証券に限ります。） 

18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に表示されるべきもの 

19.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの      

なお、第１号の証券または証書ならびに第９号および第15号の証券または証書のうち第１号の証券

または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第12号

の証券ならびに第９号および第15号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有

するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

  ②  前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が

運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指

図ができます。 

1.預金 

2.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。） 

3.コール・ローン 

4.手形割引市場において売買される手形 

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

  ③  委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信

託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の総額の100分の５を

超えることとなる投資の指図をしません。 

  ④  前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の

時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて

得た額をいいます。 

（利害関係人等との取引等） 

第16条  受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資

法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者

（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代

理人となって行なうものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に

関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。

以下本項、第３項および第28条において同じ。）、第28条第１項に定める信託業務の委託先およびそ

の利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第14条ならびに第15条第１項および第２

項に定める資産への投資を行なうことができます。 

  ②  前項の取扱いは、第18条から第25条まで、第27条、第31条および第32条における委託者の指図によ

る取引についても同様とします。 

  ③  受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことが

できる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるも

のとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

  ④  委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合

には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31

条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委託者が運用

の指図を行なう他の信託財産との間で、第14条ならびに第15条第１項および第２項に定める資産への

投資等ならびに第18条から第25条まで、第27条、第31条および第32条に掲げる取引その他これらに類

する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならび

に当該取引、当該行為を行なうことができます。 

  ⑤  前４項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３

項の通知は行ないません。 

（運用の基本方針） 

第17条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行

ないます。 

（投資する株式等の範囲） 

第18条  委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
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が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合

を含みます。以下本条において同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただ

し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につい

ては、この限りではありません。 

  ②  前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に

おいて上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができる

ものとします。 

（信用取引の指図範囲） 

第19条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を

することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより

行なうことの指図をすることができるものとします。 

  ②  前項の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内

とします。 

  ③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を

決済するための指図をするものとします。 

（先物取引等の運用指図） 

第20条  委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３

号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ

に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ

に掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行

なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします

（以下同じ。）。 

  ②  委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所

における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。 

  ③  委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに

外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第21条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金

利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」

といいます。）を行なうことの指図をすることができます。 

  ②  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第３条に定める信託期間を

超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの

限りではありません。 

  ③  スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価する

ものとします。 

  ④  委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第22条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引

を行なうことの指図をすることができます。 

  ②  金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第３条

に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な

ものについてはこの限りではありません。 

  ③  金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出

した価額で評価するものとします。 

  ④  委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と

認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第23条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号

の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価

合計額を超えないものとします。 
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2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する

公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

  ②  前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する契約の一部の解約を指図するものとします。 

  ③  委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし

ます。 

（公社債の空売りの指図範囲） 

第24条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな

い公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公

社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの

指図をすることができるものとします。 

  ②  前項の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

  ③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部

を決済するための指図をするものとします。 

（公社債の借入れ） 

第25条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。

なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行

なうものとします。 

  ②  前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

  ③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の

一部を返還するための指図をするものとします。 

  ④  第１項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第26条  外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場

合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約の指図） 

第27条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが

できます。 

  ②  前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ

き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨

建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含み

ます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり

ません。 

  ③  前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為

替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

  ④  第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて

得た額をいいます。 

（信託業務の委託等） 

第28条  受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務

の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みま

す。）を委託先として選定します。 

1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められるこ

と 

3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行な

う体制が整備されていること 

4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

  ②  受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し

ていることを確認するものとします。 
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  ③  前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者

（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

1.信託財産の保存に係る業務 

2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為

に係る業務 

4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第29条  金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業

を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条に

おいて同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得

した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または

金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混

蔵寄託することができるものとします。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第30条  信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること

とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

  ②  前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速

やかに登記または登録をするものとします。 

  ③  信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する

旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし

ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが

あります。 

  ④  動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を

明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 

第31条  委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および

信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第32条  委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清

算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図

ができます。 

（資金の借入れ） 

第33条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金

の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし

て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通

じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用

は行なわないものとします。 

  ②  前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 

1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ

た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金

の額の範囲内 

2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内 

3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内 

  ③  一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし

ます。 

  ④  再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁

される日からその翌営業日までとします。 

  ⑤  借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

（損益の帰属） 
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第34条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第35条  信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者

の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。 

  ②  信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の

配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託

者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

  ③  前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを

定めます。 

（信託の計算期間） 

第36条  この信託の計算期間は、毎年11月17日から翌年11月16日までとすることを原則とします。 

  ②  前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が

開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成20年４月１日から開始するものとし、最終計

算期間の終了日は第３条に定める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告等） 

第37条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 

  ②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

  ③  受託者は、前２項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は

行なわないこととします。 

  ④  受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことの

できない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのな

い情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとしま

す。 

（信託事務等の諸費用） 

第38条  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息（第２項

各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から

支弁します。 

  ②  前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、

信託財産中から支弁することができます。 

1.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における

発行および管理事務に係る費用 

2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を

含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用 

3.目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係

る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。） 

4.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含

みます。） 

5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も

含みます。） 

6.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解

約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

7.格付の取得に要する費用 

8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

  ③  委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産か

ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あら

かじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮

して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。 

  ④  前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあ

らかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額

を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる
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見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができ

るものとします。 

  ⑤  前項の場合において、第２項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率

（前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。）を乗じて得た額とし、第36条に規定する

計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。 

（信託報酬等の額） 

第39条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、以下の各号により計算された額の合計額とします。 

1.第36条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の79の率を乗じ

て得た額 

2.第23条に規定する有価証券の貸付の指図を行なった場合は、その品貸料（貸付有価証券の利子

または配当金等相当額を含まないものとします。ただし、有価証券の貸付にあたって担保とし

て現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと見なし得る収益

を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額（ただし、この額

が負の場合は、零とします。）とします。）に100分の50の率を乗じて得た額 

3.マザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行なった場合は、その品貸料（貸付有価証券

の利子または配当金等相当額を含まないものとします。ただし、有価証券の貸付にあたって担

保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと見なし得

る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額（ただし、

この額が負の場合は、零とします。）とします。）に100分の50の率を乗じて得た額（当該マザ

ーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投

資信託の信託報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザ

ーファンドに投資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投

資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。） 

  ②  前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日

とします。）および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と

受託者との間の配分は別に定めます。 

  ③  第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま

す。 

（収益分配） 

第40条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した

額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費

税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、次

期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報

酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ

の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の

分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

  ②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第41条  受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金（信託

終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については

第42条第４項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第42条第５項に規定する支払日ま

でに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

  ②  受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金

を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第42条  収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日にお

いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間

の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金

にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第43条に規定

する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者また

は委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
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得申込者とします。）に支払います。 

  ②  前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営

業日に収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関

に支払われます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録

金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものと

します。当該取得により増加した受益権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載また

は記録されます。ただし、第45条第４項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰

属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払います。 

  ③  委託者は、第１項の規定にかかわらず、委託者の自らの勧誘にかかる受益権に帰属する収益分配金

（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収

益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委

託者が、当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の

取得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたも

のとします。当該取得により増加した受益権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載

または記録されます。ただし、第45条第４項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権

に帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払います。 

  ④  償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の

振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益

権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前

のため委託者（第43条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する

第一種金融商品取引業者または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受

益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が

開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る

受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口

座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

  ⑤  一部解約金は、第45条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として６営業日目

から当該受益者に支払います。 

  ⑥  前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する第一種金融

商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、

委託者の自らの勧誘にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委

託者において行なうものとします。 

  ⑦  収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の

受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

（委託者の自らの勧誘にかかる受益権の口座管理機関） 

第43条  委託者は、委託者の自らの勧誘にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への

記載または記録等に関する業務を委任することができます。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第44条  受益者が、収益分配金については第42条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求

しないとき、ならびに信託終了による償還金については第42条第４項に規定する支払開始日から10年

間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属

します。 

（一部解約） 

第45条  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求するこ

とができます。 

  ②  受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取

引業者または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。 

  ③  前２項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当す

る場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。 

  ④  委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま

す。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等

に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一

部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振
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替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

  ⑤  前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3％

の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 

  ⑥  委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象

国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災

害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等、

その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することお

よび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 

  ⑦  前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および

その前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求

を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価

額の計算日（この計算日が第３項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計

算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。）を一部解約の実行の請求

日として、第５項の規定に準じて算定した価額とします。 

  ⑧  委託者は、信託契約の一部を解約することにより、純資産総額が10億円を下ることとなった場合に

は、第47条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

（質権口記載または記録の受益権の取り扱い） 

第46条  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほ

か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

（信託契約の解約） 

第47条  委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める

とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託

を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監

督官庁に届け出るものとします。 

  ②  委託者は、第１項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま

す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、

当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら

の事項を記載した書面決議の通知を発します。 

  ③  前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する

ときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口

数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約に係る知れている

受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな

します。 

  ④  第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決

権の３分の２以上に当たる多数をもって行ないます。 

  ⑤  第２項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合

ならびに、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契

約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第48条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契

約を解約し信託を終了させます。 

  ②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第52条の規定にし

たがうものとします。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第49条  委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託

者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

  ②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社

に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第52条第４項に該当する場合には、当該投資信託委託

会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第50条  委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業

を譲渡することがあります。 
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  ②  委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第51条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し

て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判

所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任

した場合、委託者は、第52条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によ

って行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

  ②  委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更等） 

第52条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

者と合意の上、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資

法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同

じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容

を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することがで

きないものとします。 

  ②  委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り

ます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないま

す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理

由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、

書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

  ③  前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する

ときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口

数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款に係る知れている

受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな

します。 

  ④  第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決

権の３分の２以上に当たる多数をもって行ないます。 

  ⑤  書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。 

  ⑥  第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当

該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし

たときには適用しません。 

  ⑦  前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、

当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当

該他の投資信託との併合を行なうことはできません。 

（反対者の買取請求権） 

第53条  第47条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書

面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属

する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第54条  この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはで

きません。 

1.他の受益者の氏名または名称および住所 

2.他の受益者が有する受益権の内容 

（公告） 

第55条  委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。 

      http://www.nikkoam.com/ 

  ②  前項の規定に関わらず、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうこと

ができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第56条  この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
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附  則 

 

第１条  この約款において、「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者

の指定する第一種金融商品取引業者および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく

投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動

けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 

第２条  第42条第７項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者

ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加

重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信

託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託の

つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

第３条  第22条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決

済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）

までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契

約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数

値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事

者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済

日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

  ②  第22条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期

間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と

反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同

じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国

為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係る

スワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ

め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割

り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の

現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本

として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外

国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日に

おける指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま

す。 

 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日 平成20年４月１日 

 

 

 東京都港区赤坂九丁目７番１号

委託者 日興アセットマネジメント株式会社

 

 

 東京都品川区東品川二丁目３番14号

受託者 日 興 シ テ ィ 信 託 銀 行 株 式 会 社
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約款変更実施予定日 平成22年３月１日 

 
追加型証券投資信託 年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 約款 第１条 

 第 15 条 

 

 

約 款 の 新 旧 対 照 表 
 

新 旧 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 

①この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジ

メント株式会社を委託者とし、ＮＣＴ信託銀行株式会社

を受託者とします。 

 

②（略） 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 

①この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジ

メント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式

会社を受託者とします。 

 

②（同 左） 

（運用の指図範囲等） 

第15条 

①委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメ

ント株式会社を委託者とし、ＮＣＴ信託銀行株式会社を

受託者として締結された証券投資信託 海外新興国株式

インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーフ

ァンド（その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取

得させることを目的とした証券投資信託であり、以下

「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに

次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ

り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま

す。）に投資することを指図します。 

1.株券または新株引受権証書 

2.国債証券 

3.地方債証券 

4.特別の法律により法人の発行する債券 

5.社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった

新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社

債券」といいます。）の新株引受権証券を除きま

す。） 

6.特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で

定めるものをいいます。） 

7.コマーシャル・ペーパー 

8.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株

引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予

約権証券 

9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、

前各号の証券または証書の性質を有するもの 

10.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品

取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、マ

ザーファンドの受益証券を除きます。） 

11.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２

条第１項第11号で定めるものをいいます。以下次号

において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの 

12.投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号

で定めるものをいいます。以下本号において同

じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する

証券 

13.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条

（運用の指図範囲等） 

第15条 

①委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメ

ント株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会

社を受託者として締結された証券投資信託 海外新興国

株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザ

ーファンド（その受益権を他の証券投資信託の信託財産

に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以

下「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならび

に次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き

ます。）に投資することを指図します。 

1.株券または新株引受権証書 

2.国債証券 

3.地方債証券 

4.特別の法律により法人の発行する債券 

5.社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった

新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社

債券」といいます。）の新株引受権証券を除きま

す。） 

6.特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で

定めるものをいいます。） 

7.コマーシャル・ペーパー 

8.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株

引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予

約権証券 

9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、

前各号の証券または証書の性質を有するもの 

10.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品

取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、マ

ザーファンドの受益証券を除きます。） 

11.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２

条第１項第11号で定めるものをいいます。以下次号

において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの 

12.投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号

で定めるものをいいます。以下本号において同

じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する

証券 

13.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条
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第１項第18号で定めるものをいいます。） 

14.オプションを表示する証券または証書（金融商品取

引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価

証券に係るものに限ります。） 

15.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定

めるものをいいます。） 

16.外国法人が発行する譲渡性預金証書 

17.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第

１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に

限ります。） 

18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条

第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に表示されるべきもの 

19.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有

するもの      

なお、第１号の証券または証書ならびに第９号および

第15号の証券または証書のうち第１号の証券または証書

の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から

第６号までの証券ならびに第12号の証券ならびに第９号

および第15号の証券または証書のうち第２号から第６号

までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい

い、第10号および第11号の証券を以下「投資信託証券」

といいます。 

 

②～④（略） 

第１項第18号で定めるものをいいます。） 

14.オプションを表示する証券または証書（金融商品取

引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価

証券に係るものに限ります。） 

15.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定

めるものをいいます。） 

16.外国法人が発行する譲渡性預金証書 

17.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第

１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に

限ります。） 

18.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条

第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に表示されるべきもの 

19.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有

するもの      

なお、第１号の証券または証書ならびに第９号および

第15号の証券または証書のうち第１号の証券または証書

の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から

第６号までの証券ならびに第12号の証券ならびに第９号

および第15号の証券または証書のうち第２号から第６号

までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい

い、第10号および第11号の証券を以下「投資信託証券」

といいます。 

 

②～④（同 左） 

 

－ 49 －



Ｉ.dc_shinkou_kabu


	表紙
	ファンドの概要
	ファンドの特色
	投資方針
	ファンドのリスク
	費用・税金
	目次
	第一部　証券情報
	第二部　ファンド情報
	第１　ファンドの状況
	１　ファンドの性格
	２　投資方針
	３　投資リスク
	４　手数料等及び税金
	５　運用状況
	６　手続等の概要
	７　管理及び運営の概要

	第２　財務ハイライト情報
	第３　内国投資信託受益証券事務の概要
	第４　ファンドの詳細情報の項目

	約款



